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平
成
25
年
２
月
20
日
号

　

町
で
は
、
こ
れ
ま
で
東
日
本
大

震
災
の
津
波
に
よ
り
、
全
壊
し
た

住
宅
の
建
て
替
え
等
へ
の
補
助
に

加
え
、
新
た
に
、
津
波
・
地
震
に

よ
り
居
住
し
て
い
た
住
宅
が
全

壊
、
大
規
模
半
壊
に
よ
り
取
り
壊

し
再
建
す
る
（
し
た
）
場
合
及
び

半
壊
で
も
や
む
を
得
ず
住
宅
を
取

り
壊
し
た
世
帯
の
方
が
住
宅
を
再

建
す
る
（
し
た
）
場
合
、
並
び
に

全
壊
、
大
規
模
半
壊
の
住
宅
を
補

修
し
住
ま
い
を
継
続
さ
れ
る
場
合

で
、
住
宅
建
設
や
補
修
に
あ
て
る

費
用
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
た

と
き
は
、
そ
の
利
子
に
相
当
す
る

額
を
平
成
24
年
６
月
21
日
以
後
の

分
に
つ
い
て
対
象
を
拡
大
し
、
町

独
自
に
助
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
に
伴
う
家
財
道

具
等
の
引
越
し
費
用
に
つ
い
て
も

助
成
し
ま
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
方

・
平
成
23
年
３
月
11
日
に
新
地
町

に
居
住
し
て
い
た
世
帯

・
被
災
し
た
住
居
が
災
害
危
険
区

域
以
外
で
あ
る

・
居
住
し
て
い
た
住
宅
が
全
壊
、

常磐線復旧事業に係る

特定環境影響評価書の縦覧
　常磐線（駒ヶ嶺～浜吉田間）復旧事業

に係る特定環境影響評価の内容を縦覧し

ます。

　環境保全の見地から意見のある方は、

縦覧期間中に意見書を提出することがで

きます。

縦覧期間　３月５日㈫まで

　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日含む）

縦覧場所　新地町役場都市計画課（２階）

　　　　　新地町役場復興推進課（２階）

◎問い合わせ 

復興推進課（☎62２１３４）

３
月
11
日

東
日
本
大
震
災 
新
地
町
追
悼
式

　

一
昨
年
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
、
町
民
の
尊
い
命
が
失
わ
れ

ま
し
た
。
町
で
は
、
ご
遺
族
の
皆
様
や
町
民
の
皆
様
と
と
も
に
、
亡
く

な
ら
れ
た
方
々
を
追
悼
し
、
町
の
復
旧
・
復
興
へ
の
決
意
を
誓
う
た
め
、

震
災
か
ら
２
年
の
節
目
と
な
る
３
月
11
日
に
追
悼
式
を
開
催
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
参
列
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
時　

３
月
11
日
㈪　

14
時
30
分
〜

会
場　

新
地
町
総
合
体
育
館

次
第　

14
時
30
分　

開
式

　
　
　

14
時
40
分　

政
府
主
催
の
追
悼
式
を
中
継
放
映

　
　
　

14
時
46
分　

黙
祷

　
　
　
　
　
　
　
　

式
辞
・
追
悼
の
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

献
花

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
式

そ
の
他　

無
宗
教
・
献
花
形
式
で
執
り
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

総
務
課
（
☎
62
２
１
１
１
）

大
規
模
半
壊
に
よ
り
取
り
壊
し
及

び
半
壊
で
も
や
む
を
得
ず
住
宅
を

取
り
壊
し
、町
内
に
住
宅
を
建
設
・

購
入
す
る
（
建
設
・
購
入
し
た
）

世
帯
、
も
し
く
は
全
壊
、
大
規
模

半
壊
の
住
宅
を
補
修
し
（
補
修
し

た
）
住
ま
い
を
継
続
さ
れ
る
世
帯

・
住
宅
を
建
設
・
購
入
ま
た
は
補

修
す
る
費
用
を
金
融
機
関
等
か
ら

借
入
れ
る
（
借
入
れ
た
）
世
帯
。

（
親
子
リ
レ
ー
ロ
ー
ン
、
親
孝
行

ロ
ー
ン
も
可
）

助
成
の
限
度
額

・
住
宅
建
設
、
購
入
及
び
全
壊
、

津
波
・
地
震
に
よ
る
被
災
住
宅
に　

町
独
自
の
支
援
を
拡
大
し
ま
す

大
規
模
半
壊
の
住
宅
補
修
の
場
合

は
住
宅
ロ
ー
ン
の
利
子
に
相
当
す

る
額
：
４
４
４
万
円

・
家
財
道
具
等
の
引
越
し
費
用
：

78
万
円

必
要
書
類
等

・
各
業
者
の
見
積
書
、
住
宅
ロ
ー
ン

申
込
書
、
契
約
書
、
償
還
表
ほ
か

・
引
越
し
業
者
の
見
積
書
ほ
か

※
詳
し
く
は
、
復
興
推
進
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

復
興
推
進
課
（
☎
62
２
１
３
４
）
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あ
な
た
の
自
動
車
は
正
し
く

　

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
か

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る

方（
割
賦
購
入
の
場
合
は
使
用
者
）

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
を
下
取
り
に
出
し
た

り
、
他
人
に
譲
り
渡
し
た
り
、
廃

車
し
た
場
合
に
は
、
３
月
末
ま
で

に
必
ず
運
輸
支
局
で
名
義
変
更
や

抹
消
登
録
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
遅
れ

た
場
合
に
は
元
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
運
輸

支
局
に
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

　

町
役
場
に
住
所
変
更
の
手
続
き

を
し
て
も
、
自
動
車
検
査
証
の
住

所
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
住
所

が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
、
速
や
か

に
運
輸
支
局
に
変
更
登
録
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

原
子
力
災
害
等
に
よ
り
一
時
的

に
お
住
ま
い
を
異
動
さ
れ
て
い
る

方
は
、
必
ず
郵
便
局
へ
転
送
届
け

を
提
出
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

◎
登
録
手
続
き
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
福
島
運
輸
支
局

☎
０
５
０

－

５
５
４
０

－

２
０
１
５

火の用心火の用心
ーボイラー・風呂釜炊きの火災に注意ーーボイラー・風呂釜炊きの火災に注意ー

　昨年から相馬地方管内において、家庭用

のボイラーや風呂釜炊きが原因の火災が多

数発生しています。町民の皆さんも使用し

ていて異常を感じたら、すぐに使用をやめ

て専門業者に相談しましょう。また、油が

漏れていないかなどの確認も定期的に行い、

安全に努めましょう。

◎問い合わせ

相馬消防署新地分署（☎62２１１７）

　

農
業
委
員
会
委
員

　

選
挙
人
名
簿
縦
覧

　

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
を
基

準
に
調
製
し
た
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧

し
ま
す
。

日
時

２
月
23
日
㈯
〜
３
月
８
日
㈮

８
時
30
分
〜
17
時

場
所　

町
選
挙
管
理
委
員
会

（
役
場
総
務
課
内
）

◎
問
い
合
わ
せ

町
選
挙
管
理
委
員
会

（
☎
62
２
１
１
１
）

平成 25 年度　自衛隊幹部候補生募集案内
募集種目 区分 男子 女子 試験期日 受付期限

一般幹部
候補生
大卒
程度
試験

陸上
自衛隊

一般要員 約 110 名 約 10 名
1 次試験  ５月 11 日㈯・12 日㈰
筆記試験
（12 日は飛行要員希望者のみ）
２次試験  
６月 11 日㈫～ 14 日㈮のうち指定する１日
小論文、口述試験、身体検査等
３次試験（海上・航空自衛隊飛行要員のみ）
海上自衛隊
７月 8日㈪～ 12 日㈮のうち指定する１日
航空自衛隊
第１回７月 20 日㈯～ 25 日㈭
第２回７月 27 日㈯～８月１日㈭
第３回８月 3日㈯～８日㈭予備

４月 26日㈮

締切日必着

音楽要員 若干名

海上
自衛隊

一般要員
約 50 名 約 10 名飛行要員

航空
自衛隊

一般要員
約 40 名 約 10 名飛行要員

一般幹部
候補生
院卒者
試験

陸上
自衛隊

一般要員

（理・工学）
約 10 名

一般要員

（法学）
若干名

海上
自衛隊

一般要員

（理・工学）
約 20 名

航空
自衛隊

一般要員
約 10 名飛行要員

※応募資格や試験会場など、詳しくは自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所までお問い合わせください。

◎問い合わせ　自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所（☎㉓４７１２）

町県民税・所得税の

申告をお願いします
平成 25 年度町県民税申告と平成 24 年分所

得税の確定申告受付は、３月 15 日㈮まで

です。お忘れのないようお願いします。

◎問い合わせ　税務課（☎62２１１９）



相馬税務署からのお知らせ

平成 24 年分の所得税の確定申告書作成会場は

「相馬市振興ビル」です
　東日本大震災で被災された方で、まだ申告をされていない方等の所得税の還付や軽減・免除などの

手続きにより、例年以上の混雑が予想されますので、申告はお早めにお願いします。

※相馬税務署には申告書作成会場を設置していませんでの、ご注意ください。

確定申告書作成会場
　相馬市振興ビル６階（相馬市中村字塚ノ町 65 － 16）

　※お車でお越しお方は相馬駅東側臨時駐車場（法務局の隣）をご利用ください。

開設期間　３月 15 日㈮まで（９時～ 16 時）※土・日・祝日を除く
持参書類
　①平成 23 年分の確定申告書（控）、平成 23 年分更正通知書など

　②平成 24 年分の所得金額や所得控除額のわかる書類

　　（源泉徴収票・青色申告決算書・収支内訳書（該当者）など）

　③還付金振込先の金融機関および口座番号のわかるもの（本人名義）

　④印鑑

　⑤震災により損壊した住宅等の修繕を平成 24 年中に行った場合：

　　修繕等に支払った金額のわかる書類（領収証等）

税の減免手続き
１．東日本大震災により住宅や家財・自動車などに被害を受けた方は、雑損控除等の適用により所　

　　得税の還付や軽減・免除を受けられる場合があります。

２．災害がやんだ日から３年を経過した日までに、災害関連支出をした方は雑損控除の適用により所

　　得税の還付や軽減・免除を受けられる場合があります。

　　災害関連支出とは・・・

　　①災害により生じた土砂などを除去するための支出

　　②住宅等の原状回復のための支出（資産の損出部分を除く）

　　③住宅等の損壊・価値の減少を防止するための支出

３．23 年分の申告で、24 年分に繰り越す損失額がある方は、所得税の還付や軽減・免除を受けられ

　　る場合があります。

公的年金等を受給されている方へ
　公的年金等の収入金額が４００万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が

20 万円以下である場合には、所得税（国税）の確定申告書を提出する必要がなくなりました。

※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。また、

所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関す

るご質問は、新地町役場税務課（☎62２１１９）までお問い合わせください。

◎問い合わせ　相馬税務署（☎36３１１１）
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心配ごと相談
　日時　３月 11 日㈪・21 日㈭ 10 時～ 15 時
　場所　保健センター

人権相談
　日時　３月 11 日㈪ 10 時～ 15 時
　場所　保健センター

行政相談
　日時　３月 11 日㈪・21 日㈭ 10 時～ 15 時
　場所　保健センター

休日在宅歯科当番医

３月３日㈰　草野歯科
（原町区）☎㉔３６６３
３月 10日㈰
八巻歯科医院
（相馬市）☎35３０６１
３月 17日㈰
くまがみ歯科医院
（原町区）☎㉕３４４３
３月 20日㈬山下歯科医院
（相馬市）☎38６４９７
３月 24日㈰小林歯科医院
（原町区）☎㉓２７２７
３月 31日㈰大沼歯科医院
（鹿島区）☎46５９７０

診療時間　９時～ 16時

休日在宅当番医

３月３日㈰　
米村胃腸科内科医院
（相馬市）☎35２８８０
３月 10日㈰　大石医院
（相馬市）☎35３４５１
３月 17日㈰　菅野医院
（新地町）☎63２３８８
３月 20日㈬
菜のはなこどもクリニック
（相馬市）☎36８７３９
３月 24日㈰　羽根田医院
（相馬市）☎35２９７０
３月 31日㈰　
相馬中央病院
（相馬市）☎36６６１１
診療時間　９時～ 16時

　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

　

イ
ベ
ン
ト
情
報

　

相
馬
共
同
火
力
発
電
㈱
新
地
発

電
所
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
で
は
、
次

の
と
お
り
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま

す
。

春
の
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

教
室　

枯
れ
な
い
お
花
『
シ
ル
ク

フ
ラ
ワ
ー
』

日
時　

３
月
17
日
㈰

午
前
の
部

10
時
〜
12
時

午
後
の
部

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

会
場　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

内
容　

シ
ル
ク
フ
ラ
ワ
ー
を
使
っ
て
、
春

ら
し
い
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
を
作
り
ま
す
。

定
員　

午
前
・
午
後
各
30
名

講
師　

㈱
花
・
ス
テ
ラ
代
表　

山
田　

奈
々
恵　

氏

参
加
料　

５
０
０
円

応
募
方
法　

２
月
23
日
㈯

９
時
30
分
よ
り
電
話
受
付

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
と

し
ま
す
。

※
一
回
の
お
電
話
に
つ
き
２
名
ま

で
の
お
申
し
込
み
と
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
共
同
火
力
発
電
㈱

新
地
発
電
所
内
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

（
☎
62
４
７
２
２
）

新地インディアカ交流大会新地インディアカ交流大会
参加チーム募集参加チーム募集

　３月 24 日㈰に開催される『新地インディ

アカ交流大会』の参加チームを募集していま

す。町内在住または新地町で働いている方々

を含むチームで、ぜひご参加ください。

混成の部　１チーム４～７人
　　　　　（女性２人以上を含む男女混成）

参加費　　１人３００円
◎申し込み・問い合わせ

新地インディアカ事務局　渡部

☎０９０－４８８７－２０８９

無料法律相談所
　新地町では、次のとおり弁護士および司法書士

による無料法律相談所を開設します。

開設日時（３月）
①弁護士による相談　　12 日㈫・26 日㈫

②司法書士による相談　 ５日㈫・19 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや支援制度の紹介等
◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎36４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎62２１１６）


